
朝倉市と筑前町、司法書士、宅地建物取引士で個別に相談をお受けします。

日程 会場

令和８年５月８日（金）
令和８年５月30日（土）
令和８年７月11日（土）
令和８年８月22日（土）
令和９年１月23日（土）

朝倉市 コンネアサクラ
筑前町 めくばーる
朝倉市 コンネアサクラ
朝倉市 コンネアサクラ
筑前町 めくばーる

※相談時間 10 時～ 12 時、13 時～ 16 時（1組30分程度）

問合せ・申込先

朝倉市に空き家をお持ちの方→朝倉市シティプロモーション課（0946-28-7134）
筑前町に空き家をお持ちの方→筑前町都市計画課（0946-42-6642）

■申込期限…各相談日の2日前まで

空き家の活用等に詳しい司法書士など各種専門家が、空き家や住まいの終活に
関するご相談をお受けします。
朝倉市・筑前町にある空き家の所有者、持ち家（空き家予備軍）の所有者はぜひ
お越しください！！

空き家バンク相談会

対象

朝倉市・筑前町にある空き家、
持ち家（空き家予備軍）の所有者

空き家バンクとは
空き家の売却・賃貸を希望する所有者から受けた
情報を、空き家を買いたい・借りたい入居希望者
へおつなぎする制度です。

持ってくるもの

・固定資産税納税通知書（コピー可）
など建物の情報がわかるもの
・みとめ印

宅建協会

〈入居希望者〉 〈空き家所有者〉

登録申請

調査・登録

入居希望申請

情報提供

協力

仲介

市・町

朝倉市・筑前町合同


	スライド 1

